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交渉の場面から

【相談事例】

ネットの広告を見て美容クリームが1980円と安く、『1回限り　定期縛りなし　解約不要』と書かれ

ていたので購入した。初回を受取り後すぐに同じ商品が届き、定期コースになっていることが分

かった。会社に電話すると「2回目を受け取るか、返品するなら初回を安くしていた分、定価との差

額8800円を払ってもらう。」と言われた。納得できない。

広告に『1回限り　定期縛りなし　
解約不要』と書かれていたら、
定期コースではないと思う。紛
らわしい表示だ。

『1回限り　定期縛りなし』は回
数の定めなく、初回を受け取
れば解約できる、という意味。
『解約不要』は解約しなくても
いいくらい良い商品、の意味。　

初回で解約したら差額の
8800円を払わなければなら
なくなり、１回限りとはいいが
たいし、解約が不要なわけでは
ない。利用者を惑わせ、意図し
ない契約に導く表示だ。 コースの内容や解約について

は利用規約に書いてある。　

センター

販売会社

ご相談は
笠岡市消費生活センターへ
☎０８６５－６３－０９９９

ネット上に不意に表示される広告から購入しないで！！

こういったトラブルになるのは
FacebookやInstagramのようなSNSやLINE、YouTube、ゲームや占いサ
イトなどありとあらゆるネットの画面に、不意に表示される広告を見て購入した
場合です。
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